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  防災訓練実施結果に係る報告の概要 

 

報告事項 内 容 

１．訓練日 平成２５年６月１６日 

２．対象施設 美浜発電所 

３．想定した原子力

災害の概要 

全交流電源喪失、蒸気発生器給水機能喪失により、原子力災害対策特別

措置法第１５条第１項に該当する事象に至る原子力災害を想定 

４．参加人数 
総合訓練 合計３４１名（社員：３０７名、協力会社：３４名） 

要素訓練 合計３３０名（社員：２４３名、協力会社：８７名） 

５．防災訓練の内容 以下の訓練内容を含むシビアアクシデントを想定した総合訓練を実施 

(1) 要員参集訓練 

(2) 通報連絡訓練 

(3) 緊急時環境モニタリング訓練 

(4) 発電所退避誘導訓練 

(5) 緊急時被ばく医療訓練 

(6) 全交流電源喪失対応訓練 

(7) アクシデントマネジメント対応訓練 

(8) 原子力緊急事態支援組織対応訓練 

また、前回の報告以降、今回の総合訓練までの間に、以下の要素訓練を

実施 

(1) 要員参集訓練 

(2) 全交流電源喪失対応訓練 

６．評価結果の概要 総合訓練の結果については、以下のとおり。 

(1) プラント状況の把握および事故対応 

各プラントのパラメータ、現場状況について、現場－本部間で情報

が共有・整理され、本部運営および事故対応を的確かつ円滑に実施す

ることができた。 

(2) 対外連絡 

プラント状況は適切に集約・整理されており、それに基づき必要な

対外連絡事項について的確かつ円滑に実施することができた。 

(3) 退避誘導 

  発電所構内の入域者について、災害状況に応じた適切な避難場所に

誘導するとともに、入域者の安否確認を円滑に実施することができた。

(4) その他発電所緊急時対策本部が主体的に実施すべき事項 

上記以外の事項については、事前に整備された社内マニュアルに基づ

き、対策本部が主体的に実施すべき事項を的確かつ円滑に実施することが

できた。 

また、要素訓練については、定められた手順どおりに訓練が実施されて

いることを確認できた。 
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７．今後に向けた 

改善点 

総合訓練において抽出された今後の改善点は以下のとおり。 

(1) 対策本部内におけるプラントパラメータの監視と本部内情報共有画

面への掲示について運用を見直し、全ユニット同時発災時に有効なプ

ラント監視を図る。 

(2) 全交流電源喪失時における発電所内で消費される燃料油について、

消費量と構内備蓄量の把握および情報共有がより円滑に実施できるよ

うに、一元的に管理可能な管理表を用いて運用する。 

 

 
 


